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告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
十
一
号

(

公
印
の
印
影
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き

る
文
書)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
五
十
二
号
を
第
五
十
三
号
と
し
、
第
三
十
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
二
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十

特
定
医
療
受
給
者
証

青
森
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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青 森 県 報平成26年９月26日 金曜日 第3900号1

名

称

所

在

地

施
設
の
種
類

指

定

年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

や
す
ら
ぎ
の
郷

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

畑
中
字
藤
巻
一
八
〇
の
三

地
域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施
設

平
成
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�
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( )

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法

第
五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
八
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成26年９月26日 金曜日 第3900号 2

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ク
ー

ラ
ス

八
戸
市
西
白
山

台
五
丁
目
三
の

一
七

福
祉
用
具

貸
与

ク
ー
ラ
ス
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
西
白
山

台
五
丁
目
三
の

一
七

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
池
田

介
護
研
究
所

八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
内
舟
渡

七
三
の
三

通
所
介
護

か
な
え
る
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
ま
る

八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
内
舟
渡

七
三
の
三

��

･

�･

�

株
式
会
社
杏
苑

黒
石
市
大
字
牡

丹
平
字
福
民
西

七
四
の
二
二

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
あ
ん

ず
の
里

黒
石
市
大
字
牡

丹
平
字
福
民
西

七
四
の
二
二

��

･

�･

��

亀
田
邦
彦

三
沢
市
緑
町
一

丁
目
二
の
五

居
宅
療
養

管
理
指
導

岡
三
沢
診
療
所

三
沢
市
緑
町
一

丁
目
二
の
五
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居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
池
田

介
護
研
究
所

八
戸
市
大
字
長
苗

代
字
内
舟
渡
七
三

の
三

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ま
る

八
戸
市
大
字
長
苗

代
字
内
舟
渡
七
三

の
三

平
成

��･

�･

�

株
式
会
社
Ｎ
Ｅ

Ｏ

五
所
川
原
市
大
字

豊
成
字
田
子
ノ
浦

三
の
三
五

あ
つ
き
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

五
所
川
原
市
大
字

豊
成
字
田
子
ノ
浦

三
の
三
五

��･

�･

�

北
部
上
北
広
域

事
務
組
合

上
北
郡
野
辺
地
町

字
田
狭
沢
四
〇
の

九

公
立
野
辺
地
病
院

指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

上
北
郡
野
辺
地
町

字
鳴
沢
九
の
一
二
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特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ク
ー

ラ
ス

八
戸
市
西
白
山
台

五
丁
目
三
の
一
七

ク
ー
ラ
ス
ケ
ア
サ

ー
ビ
ス

八
戸
市
西
白
山
台

五
丁
目
三
の
一
七

平
成

��･
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( )

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成26年９月26日 金曜日 第3900号3

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ク
ー

ラ
ス

八
戸
市
西
白
山

台
五
丁
目
三
の

一
七

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ク
ー
ラ
ス
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
西
白
山

台
五
丁
目
三
の

一
七

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
池
田

介
護
研
究
所

八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
内
舟
渡

七
三
の
三

介
護
予
防

通
所
介
護

か
な
え
る
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
ま
る

八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
内
舟
渡

七
三
の
三

��

･

�･

�

株
式
会
社
杏
苑

黒
石
市
大
字
牡

丹
平
字
福
民
西

七
四
の
二
二

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
あ
ん

ず
の
里

黒
石
市
大
字
牡

丹
平
字
福
民
西

七
四
の
二
二

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

至
誠
会

十
和
田
市
大
字

大
不
動
字
山
中

一
二
の
一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
白
菊

苑

十
和
田
市
東
三

番
町
九
の
七
一

��

･

�･

�

亀
田
邦
彦

三
沢
市
緑
町
一

丁
目
二
の
五

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

岡
三
沢
診
療
所

三
沢
市
緑
町
一

丁
目
二
の
五

��

･

�･

�

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ク
ー

ラ
ス

八
戸
市
西
白
山
台

五
丁
目
三
の
一
七

ク
ー
ラ
ス
ケ
ア
サ

ー
ビ
ス

八
戸
市
西
白
山
台

五
丁
目
三
の
一
七

平
成

��･

�･

�

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ク
ー

ラ
ス

八
戸
市
西
白
山

台
五
丁
目
三
の

一
七

福
祉
用
具

貸
与

ク
ー
ラ
ス
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
西
白
山

台
五
丁
目
三
の

一
七

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
池
田

介
護
研
究
所

八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
内
舟
渡

七
三
の
三

通
所
介
護

か
な
え
る
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
ま
る

八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
内
舟
渡

七
三
の
三

��

･

�･

�



( )

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣
と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
池
田

介
護
研
究
所

八
戸
市
大
字
長
苗

代
字
内
舟
渡
七
三

の
三

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ま
る

八
戸
市
大
字
長
苗

代
字
内
舟
渡
七
三

の
三

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
Ｎ
Ｅ

Ｏ

五
所
川
原
市
大
字

豊
成
字
田
子
ノ
浦

三
の
三
五

あ
つ
き
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

五
所
川
原
市
大
字

豊
成
字
田
子
ノ
浦

三
の
三
五

��･

�･

�

北
部
上
北
広
域

事
務
組
合

上
北
郡
野
辺
地
町

字
田
狭
沢
四
〇
の

九

公
立
野
辺
地
病
院

指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

上
北
郡
野
辺
地
町

字
鳴
沢
九
の
一
二

��･

�･

�

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ク
ー

ラ
ス

八
戸
市
西
白
山
台

五
丁
目
三
の
一
七

ク
ー
ラ
ス
ケ
ア
サ

ー
ビ
ス

八
戸
市
西
白
山
台

五
丁
目
三
の
一
七

平
成

��･

�･

�

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ク
ー

ラ
ス

八
戸
市
西
白
山

台
五
丁
目
三
の

一
七

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ク
ー
ラ
ス
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
西
白
山

台
五
丁
目
三
の

一
七

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
池
田

介
護
研
究
所

八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
内
舟
渡

七
三
の
三

介
護
予
防

通
所
介
護

か
な
え
る
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
ま
る

八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
内
舟
渡

七
三
の
三

��

･

�･

�



( )

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
瀬
堰
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認

可
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

中
南
地
域
県
民
局
長

�

原

至

智

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

１

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２

定
款
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

弘
前
市
役
所

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
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特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ク
ー

ラ
ス

八
戸
市
西
白
山
台

五
丁
目
三
の
一
七

ク
ー
ラ
ス
ケ
ア
サ

ー
ビ
ス

八
戸
市
西
白
山
台

五
丁
目
三
の
一
七

平
成

��

･

�･

�

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

日
本
維
新
の
会
衆

議
院
青
森
県
第
１

選
挙
区
支
部

升
田

世
喜
男

櫻
庭

義
明

青
森
市
浜
田
字
玉
川

一
八
七
の
四

平
成

��･

�･

�

日
本
維
新
の
会
青

森
県
総
支
部

升
田

世
喜
男

櫻
庭

義
明

青
森
市
浜
田
字
玉
川

一
八
七
の
四

��･

�･

�

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

氣
田
量
子
後
援
会

氣
田

量
子

山
田

沙
恵

十
和
田
市
大
字
三
本

木
字
一
本
木
沢
一
〇

八
の
三

平
成

��･

�･

�

相
川
順
子
後
援
会

奈
良

順
子

三
浦

和
秋

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大

字
菖
蒲
川
字
笹
田
三

九
の
三

��･

�･

��

小
坂
義
貞
後
援
会

中
村

和
明

小
坂

昭
人

上
北
郡
七
戸
町
字
鉢

森
平
一
八
一
の
二
二

三

��･

�･

��

た
し
ま
さ
と
る
後

援
会

高
松

由
藏

田
嶋

享

上
北
郡
東
北
町
大
字

大
浦
字
二
津
屋
二
七

の
二

��･

�･

��

山
口
た
き
じ
後
援

会

山
本

文
和

佐
々
木

志
郎

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大

字
大
鰐
字
大
鰐
一
三

四
の
二

��･

�･

��



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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沼
田
徳
右
衛
門
後

援
会

沼
村

政
志

沼
尾

啓
吉

上
北
郡
東
北
町
大
字

大
浦
字
家
ノ
前
四
三

の
一

��

･

�･

��

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

民
主
党
青
森
県
第
４

区
総
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
萱
町

三
九
の
一

青
森
市
安
方
二
丁

目
五
の
一
〇

平
成

��･

�･

�

代

表

者

山
内

崇

田
名
部

定
男

会
計
責
任
者

佐
藤

孝
治

太
田

将
壽

自
由
民
主
党
横
浜
町

支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
横
浜
町
字

中
畑
四
七
の
二

上
北
郡
横
浜
町
字

百
目
木
九
二
の
三

代

表

者

澤
谷

松
大

浜
辺

正
美

��･

�･

�

自
由
民
主
党
鶴
田
町

支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
妙
堂
崎
字
掛

元
五

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
中
野
字
種
元

三
一
の
一

��･

�･

��

代

表

者

渋
谷

光
正

相
川

正
光

会
計
責
任
者

太
田

良
一

渋
谷

光
正

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

齊
藤
渡
後
援
会

政
治
団
体
の

名
称

齊
藤
渡
後
援
会

齊
藤
進
後
援
会

平
成

��･

�･

�

越
前
陽
悦
後
援
会

代

表

者

山
崎

隆
一

二
本
柳

富
雄

��･

�･

��

中
村
ひ
ろ
し
後
援
会

代

表

者

小
野

忠
男

小
田
桐

信
勝

��･

�･

��

日
本
精
神
科
病
院
青

森
県
政
治
連
盟

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
北
園

一
丁
目
六
の
二

青
森
市
大
字
雲
谷

字
山
吹
九
三
の
一

��･

�･

��

代

表

者

田
	

博
一

村
上

惇

会
計
責
任
者

新
谷

徹

福
井

宏

山
内
崇
後
援
会

会
計
責
任
者

山
内

明

長
内

敏
行

��･

�･

��

渋
谷
て
つ
か
ず
サ
ポ

ー
ト
ク
ラ
ブ

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
二
五
八
の

三
〇
二

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
二
五
二
の

一
〇
〇

��･

�･

��

渋
谷
て
つ
か
ず
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
二
五
八
の

三
〇
二

青
森
市
大
字
新
城

字
平
岡
二
五
二
の

一
〇
〇

��･

�･

��



( ) 青 森 県 報平成26年９月26日 金曜日 第3900号7

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

山
口
た
き
じ
後
援
会

平
成
��

･

��･

��

平
成
��･

�･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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